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法政大学大学院早期修了に関する規則 

 
規定１１９５号 

  

一部改正 2016年 4月 1日  2022年 4月 1日  

 

（目的） 

第１条 この規則は，法政大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第２２条第１項及び第２６

条第１項ただし書きに基づき，法政大学大学院（以下「本学大学院」という。）における早期修了に

関し必要な事項を定める。ただし，早期修了を実施するか否かは各研究科専攻の教育的な判断に委ね

る。 

２ 本規則は，早期修了に関する本学大学院の基本的な要件を定めるものであって，各研究科専攻は本

規則に定めのない要件を補充して運用するものとする。 

３ 本規則は，本学大学院修士課程及び博士後期課程に適用するものとし，専門職学位課程は除く。た

だし，大学院学則第２条第１１項に基づく早期修了を目指すコースに関しては，コースを設置する各

研究科専攻において必要な事項を別に定める。 

（要件） 

第２条 早期修了が認められる学生は，本学大学院に１年以上在学し，各研究科専攻が定める大学院学

則第２２条及び第２６条の修了要件を満たし，かつ本条第３項の要件を全て満たしたと認められる者

とする。ただし，長期履修制度適用者並びに復学又は復籍した学生は，早期修了の対象とならない。 

２ 他の大学院からの転学者は，大学院学則第２４条又は第２８条に抵触しない限り，前項の要件を満

たせば本規則を適用するものとする。 

３ 「優れた業績」又は「優れた研究業績」を上げたと認定するためには，以下の要件を全て満たさな

ければならない。 

（１）修士課程 

ａ 本学大学院修士課程入学以降，早期修了申請時までに学会発表及び学術誌への投稿論文がある

こと。 

ｂ 研究科長が選任した３名以上の教員によって構成される「早期修了判定委員会」により「優れ

た業績を上げた」と評価されること。 

（２）博士後期課程 

ａ 本学大学院又は他の大学院の修士課程入学以降，早期修了申請時までに複数の学会発表及び学

術誌への投稿論文があること。ただし，研究科教授会の判断により，本学大学院博士後期課程入

学以降の業績に限定することができるものとする。 

ｂ 研究科長が選任した３名以上の教員によって構成される「早期修了判定委員会」により「優れ

た研究業績を上げた」と評価されること。 

４ 前項の研究成果を発表する学会の種類・規模及び論文掲載誌等の区分・ランキング・単著・共著の

取扱い並びに学会発表や投稿論文の数等の詳細については，各研究科教授会の定めるところによる。 

５ 第３項の学会発表及び投稿論文が査読付でない場合並びに学術誌への掲載可否が早期修了判定時

期までに未確定の場合の取扱いは，各研究科教授会の定めるところによる。 

６ 各研究科専攻は，第４項及び第５項についての取扱いを定めた場合には，その要件を学生に公開し

なければならない。 

（申請手続） 

第３条 早期修了を希望する学生は，３月修了の場合は当該年度の６月末日までに，９月修了の場合は

前年度の１２月末日までに，所属研究科長宛に以下の書類を添えて申請しなければならない。 

（１）早期修了申請書 

（２）前条第３項に規定する学会発表及び投稿論文 

（３）指導教員からの当該学生に関する研究活動上の所見 

２ 前項の申請を受理した研究科長は，「早期修了判定委員会」を設置し，３月修了の場合は当該年度

の８月末日までに，９月修了の場合は３月末日までに，早期修了の要件たる「優れた業績」又は「優

れた研究業績」の適格性を判断し，その結果を当該申請者に通知する。 
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３ 前２項の期日については，申請者及び事務処理に支障のない範囲で，研究科独自に設定できるもの

とする。 

（早期修了の判定） 

第４条 各研究科教授会は，前条で早期修了の適格認定を受けた学生に対し，３月又は９月修了の判定

時期に，第２条に定める要件の充足の有無を確認し，早期修了の最終的な判定を行う。 

２ 前項の場合，早期修了の適格性を認める学生に対しては，各研究科教授会の判断により，早期修了

時期以降の配当授業科目について前倒し若しくは代替履修させるか，又は第２条第３項の論文等の成

果をもって修得単位に換算認定することができる。 

３ 早期修了申請学生が早期修了の要件を満たさなかった場合には，各研究科専攻で定める修了所要単

位を修得していても，本人が希望した年次・学期での修了を認めず，次期の半年間以上の在学を義務

づけるものとする。 

（修了の時期） 

第５条 早期修了者の修了時期は，次のとおりとする。 

（１）修士課程 

   当該研究科在学１年又は１．５年後 

（２）博士後期課程 

   当該研究科在学１年，１．５年，２年又は２．５年後 

（所管） 

第６条 本規則に関する事務は，大学院事務部が行う。 

（改廃） 

第７条 本規則の改廃は，研究科長会議の議を経て総長が行う。 

付 則 

１ 本規則は，２０１６年４月１日から施行し，２０１６年４月１日現在の在学生より適用する。 

２ 本規則は，２０１６年４月１日から一部改正し施行する。  

３ 本規則は，２０２２年４月１日から一部改正し施行する。 

（追５５）  


